
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

令和４年 障害者雇用状況の集計結果（令和 4年 6月 1日現在） 
 

○企業の障害者実雇用率は 2.38％   （前年同期 2.29％） 

○雇用率達成企業割合は  51.9％    （前年同期 48.9％） 
 

愛媛労働局では、このほど、民間企業や公的機関などにおける、令和 4年の「障害

者雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。 

障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法定雇用

率、例えば、民間企業の場合は 2.3％）以上の障害者を雇うことを義務付けていま

す。 

今回の集計結果は、同法に基づき、毎年 6月 1日現在の身体障害者、知的障害者、

精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、

それを集計したものです。 

なお、法定雇用率は令和 3年 3月 1日に 0.1％引き上げられました。 

民間企業の場合は 2.2％から 2.3％となり、障害者の雇用義務の対象となる企業の

範囲が、常用雇用労働者数 45.5人以上から 43.5人以上に拡大されました。 

 

愛媛県内の障害者雇用の促進を図るため、愛媛県及び 

愛媛県教育委員会と連携した取組を行います（別紙） 

 

【集計結果の主なポイント】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛労働局  

職業安定部職業対策課 

  課 長    堀尾 寿之 

  地方障害者雇用担当官  川口 隆靖 

（電話）０８９－９４１－２９４０ 

 

＜民間企業＞（法定雇用率 2.3％） 

〇雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。 

・雇用障害者数は 4,205.0人、対前年比 2.0％（82.0人）増加 

・実雇用率は 2.38％（対前年比 0.09ポイント上昇） 【全国平均 2.25％】 

〇法定雇用率達成企業の割合は 51.9％ （対前年比 3.0ポイント上昇） 【全国平均 48.3％】 

 

＜公的機関＞（法定雇用率 2.6％、都道府県等の教育委員会は 2.5％） ※〔 〕は前年の値 

・県知事部局：雇用障害者数 127.5人〔124.5人〕、実雇用率 2.80％〔2.74％〕 

・県教育委員会：雇用障害者数 227.5人〔239.0人〕、実雇用率 2.63％〔2.75％〕 

・市町等の機関：雇用障害者数 512.0人〔506.0人〕、実雇用率 2.68％〔2.66％〕 

 

＜独立行政法人等＞（法定雇用率 2.6％） ※〔 〕は前年の値 

・雇用障害者数 61.0人〔61.0人〕、実雇用率 2.67％〔2.65％〕 

  

愛媛労働局発表 

令和４年 12月 23日（金） 

Press Release 

 



 

 

 

 

 

 

○ 雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合 

・ 民間企業（43.5人以上規模の企業：法定雇用率2.3％）に雇用されている障害者
の数は 4,205.0人で、前年より2.0％（82.0人）増加した。 

・ 雇用者のうち、身体障害者は 2,307.0人（対前年比1.6％減）、知的障害者は1
151.5人（同4.7％増）、精神障害者は746.5人（同10.1％増）と、知的障害者と
精神障害者が前年より増加している。 

・ 実雇用率は、過去最高の2.38％（前年は2.29％）、法定雇用率達成企業の割合
は51.9％（同48.9％）であった。 

 

 

（資料１～５） 

○ 企業規模別の状況 

・ 企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、43.5～100人未満規模企
業で796.0人（前年は793.5人）、100～300人未満で1,374.0人（同1,303.0人）、
300～500人未満で469.5人（同529.5人）、500～1,000人未満で686.0人（同616.0
人）、1,000人以上で879.5人（881.0人）となった。 

43.5～100人未満と100～300人未満と500～1,000人未満の企業規模が、前年より
増加した。 
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民間企業における障害者の雇用状況
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障害者雇用状況報告の集計結果（概要） 

１ 民間企業における雇用状況 



 

・ 実雇用率は、43.5～100人未満で2.12％（前年は2.09％）、100～300人未満で2.
51％（同2.39％）、300～500人未満で2.34％（同2.29％）、500～1,000人未満で
2.31％（同2.13％）、1,000人以上で2.52％（同2.48％）となった。 
全ての規模区分において前年より上昇した。 

・  法定雇用率達成企業の割合は、43.5～100人未満で48.7％（前年は44.9％）、 
100～300人未満で54.9％（同54.9％）、300～500人未満で56.9％（同53.8％）、
500～1,000人未満で54.0％（同41.7％）、1,000人以上で75.0％（同68.8％）と
なった。 
100～300人未満で前年と同率、それ以外の区分では前年より増加した。 

（資料２・４） 

○ 産業別の状況 

・ 産業別にみると、雇用されている障害者の数は「医療,福祉｣、「卸売業,小売
業」、「複合サービス事業」、「製造業」などで増加し、「運輸業,郵便業」、
「情報通信業」、「金融業,保険業」などで減少した。 

・ 産業別の実雇用率では、｢医療,福祉｣（3.42％）が法定雇用率以上となってい
る。 

（資料３・５） 

○ 法定雇用率未達成企業の状況 

・ 令和４年の法定雇用率未達成企業は518社。そのうち、不足数が0.5人または１
人である企業（１人不足企業）が380社（73.4％）、1.5人以上不足である企業が
138社（26.6％）となっている。 

・ また、障害者を１人も雇用していない企業（０人雇用企業）319社が、未達成
企業に占める割合は、61.6％となっている。  

   （資料２・３） 
 

 

 

(１) 県の機関（知事部局、公営企業管理局、警察本部）（法定雇用率2.6％） 

県の機関に在職している障害者の数は191.5人で、前年より3.2％（6.0人）増加

し、実雇用率は2.92％と、前年に比べ0.09ポイント上昇した。 

知事部局、公営企業管理局、警察本部の全ての機関で達成している（議会事務局

は、今年より報告対象外となっている）。 

（資料７） 

(２) 県の教育委員会（法定雇用率2.5％） 

県の教育委員会に在職している障害者の数は227.5人で、前年より4.8％(11.5人)

減少しており、実雇用率は2.63％となり、前年に比べ0.12ポイント減少した。 

（資料７） 

(３) 市町等の機関（法定雇用率2.6％） 

市町等の機関に在職している障害者の数は512.0人で、前年より1.2％（6.0人）

増加し、実雇用率は2.68％と、前年に比べ0.02ポイント上昇した。 

42機関中36機関が達成。 

    （資料７・８） 

 
 

 

独立行政法人等（法定雇用率2.6％）に雇用されている障害者の数は61.0人で、前

年と同人数であった。実雇用率は2.67％と、前年に比べ0.02ポイント上昇した。 

（資料９） 

２ 公的機関における在籍状況 

３ 独立行政法人等における雇用状況 



 

障害者雇用促進プラン（令和４年～令和５年） 

（愛媛県内の障害者雇用促進のための取組について） 

                                 愛媛労働局 

                                 愛 媛 県 

  愛媛県及び愛媛労働局は、強力な連携のもと、県内の障がい者雇用の一層の促進を図るため、次

の取組を行う。 

 

１ 愛媛県と愛媛労働局との連携強化による取組 

（１）経済団体への働きかけ 

愛媛県と愛媛労働局は、地域の企業に対してあらゆる機会を利用し障がい者雇用についての

情報発信を行うとともに、経済団体に対して、県と労働局の幹部等が合同で働きかけを行う。 

（２）特別支援学校等との連携 

ア 「愛
え

顔
がお

のえひめ特別支援学校技能検定」（県教育委員会主催）の見学会を兼ねた「障がい者

雇用促進セミナー」（県・局共催）を、同一会場で実施する。 

イ 特別支援学校が実施する職業教育の現場を事業所が直接見学することにより、障がい者雇

用の理解と関心を高め、今後の障がい者雇用に向けてのきっかけ作りとするため、特別支援

学校が開催する「学校公開セミナー」等について、ハローワークを通じて周知を図る。 

ウ 特別支援学校等に在籍する生徒を対象とした「合同就職説明会」（県・教育委員会主催）の

開催に向けて、労働局及びハローワークと連携し、企業の参加促進を図る。 

（３）一層の連携強化 

県経済労働部と局職業安定部による連絡会を定期的に開催し、情報を共有しつつ、労働局及

びハローワークが全面的に協力するなど一層の連携強化に取り組み、障がい者雇用に繋げる

こととする。 

   ア 障がい者雇用に繋がるきめ細かな実習訓練機会の創出 

イ 障がい者訓練から雇用に繋げる就労支援体制の整備 

ウ 特別支援学校におけるキャリア教育と就労支援の充実 

エ 雇用率未達成企業を中心とした職場見学・現場実習受入企業の開拓並びに 

情報収集及び提供 

 

２ 愛媛労働局とハローワークの就職支援等の取組の強化 

（１）労働局とハローワークによる雇用率達成の要請及び指導の強化 

国の出先機関及び地方公共団体等について、職業安定部長、各公共職業安定所長等が県内

の国の出先機関の管理者、自治体の首長を訪問し、自組織の障害者雇用の推進を要請する。



併せて、自治体の首長については地元企業の障害者雇用についての働きかけを要請する。 

民間企業については、雇用率未達成企業のうち、特に障害者 0人雇用企業を中心に、所長

等による雇用率達成指導（訪問指導又は呼び出し指導）を行う。 

（２）雇用義務対象企業への文書での要請、職業紹介及び定着支援の強化 

ア 愛媛県知事、愛媛県教育委員会教育長及び労働局長名による障害者雇用要請文を障害者雇

用率未達成企業に送付する。 

イ 令和 3年 3月 1日より引き上げられた法定雇用率（民間企業２．３％、地方公共団体２．

６％）の達成を視野に入れた障害者雇用数等の進捗管理を徹底する。 

ウ 障害者職業センター（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構）他関係機関との連

携を深め、チーム支援による就職支援、定着支援等の取組を強化する。 

エ ハローワークにおいて、雇用率未達成企業を中心に障害者就職面接会等（ミニ面接会を含 

む。）を開催すると共に、精神・発達障害者しごとサポーター養成講座を県内各地において実 

施する。 

オ 障害者の就労・定着支援に資する「就労パスポート」の周知・啓発 

カ 障害者雇用に関する優良中小事業主認定制度の周知及び利用勧奨 

 

３ 愛媛県の就職支援等の取組 

（１） 障がい者マッチング支援等  

障害者就業・生活支援センターに県独自にマッチングサポーターを配置し、受入企業の開

拓や、企業と障がい者のマッチング、就職後の定着支援を行うとともに、障がい特性に応じ

た企業の受入環境整備や、障がい者目線での求人企業の情報発信強化等により、関係機関と

連携しながら県内企業等に対する雇用促進に取り組む。 

（２）障がい者採用計画 

ア 正規職員及び会計年度任用職員（事務補助職員）の採用 

身体・知的・精神障がい者を対象とした採用試験の実施 

イ 会計年度任用職員（補助員等）の採用 

出先機関において作業補助等に従事する職員を雇用 

ウ えひめチャレンジオフィスの設置 

常時勤務による就労に不安を抱える方をチャレンジ職員として最長３年間雇用し、就労

経験を積む機会を提供することで民間企業や県・市町等への就職（ステップアップ）を支援 



障害者の数(人)

全国 全国

昭和 52　　年 408 1,177 1.54 1.09 63.5 52.8

53 374 1,096 1.53 1.11 62.3 52.1

54 398 1,111 1.49 1.12 59.0 52.0

55 406 1,178 1.53 1.13 61.3 51.6

56 415 1,279 1.60 1.18 63.1 53.4

57 420 1,275 1.56 1.22 62.6 53.8

58 418 1,229 1.51 1.23 59.6 53.5

59 428 1,275 1.52 1.25 60.7 53.6

60 442 1,345 1.55 1.26 65.6 53.5

61 440 1,345 1.55 1.26 65.0 53.8

62 433 1,323 1.55 1.25 66.1 53.0

63 471 1,398 1.56 1.31 63.5 51.5

平成 元　　年 495 1,528 1.64 1.32 68.9 51.6

2 512 1,611 1.65 1.32 67.8 52.2

3 524 1,634 1.65 1.32 68.1 51.8

4 566 1,689 1.61 1.36 67.1 51.9

5 581 1,750 1.63 1.41 66.3 51.4

6 592 1,744 1.60 1.44 63.3 50.4

7 572 1,716 1.59 1.45 64.3 50.6

8 571 1,727 1.59 1.47 63.7 50.5

9 557 1,725 1.57 1.47 63.2 50.2

10 574 1,794 1.58 1.48 61.1 50.1

11 630 1,866 1.59 1.49 57.8 44.7

12 623 1,827 1.58 1.49 55.5 44.3

13 587 1,746 1.55 1.49 53.3 43.7

14 614 1,695 1.46 1.47 49.8 42.5

15 627 1,851 1.52 1.48 51.2 42.5

16 679 1,986 1.52 1.46 49.6 41.7

17 692 2,037 1.52 1.49 48.6 42.1

18 695 2,118 1.55 1.52 51.7 43.4

19 728 2,251.0 1.61 1.55 51.8 43.8

20 714 2,327.5 1.65 1.59 54.5 44.9

21 728 2,339.0 1.66 1.63 52.3 45.5

22 734 2,333.0 1.69 1.68 52.5 47.0

23 780 2,515.0 1.64 1.65 48.2 45.3

24 789 2,642.5 1.71 1.69 50.8 46.8

25 889 2,789.0 1.73 1.76 43.9 42.7

26 902 2,793.5 1.74 1.82 47.0 44.7

27 911 2,979.5 1.82 1.88 48.6 47.2

28 920 3,147.0 1.87 1.92 51.7 48.8

29 933 3,366.0 1.97 1.97 54.2 50.0

30 1,028 3,842.0 2.16 2.05 52.2 45.9

令和 元　　年 1,035 4,000.0 2.22 2.11 53.7 48.0

2 1,055 4,180.0 2.29 2.15 52.8 48.6

3 1,091 4,123.0 2.29 2.20 48.9 47.0

4 1,076 4,205.0 2.38 2.25 51.9 48.3

・ 各年とも6月1日現在

・

・
～昭和62年

昭和63年 ～平成４年

平成５年 ～平成17年

平成18年 ～平成22年

平成23年 ～

短時間労働者（重度以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者は0.5カウント）(※)

                                  

                                       

・ 法定雇用率は昭和51年10月から63年３月までは1.5％、昭和63年４月から平成10年６月までは1.6％、平成10年７月から25年３月までは1.8％、平成25年４

月から30年３月までは2.0％、平成30年４月から令和３年２月までは2.2％、令和３年３月以降は2.3％となっている。

障 害 者 実 雇 用 率 の 推 移 愛媛労働局

年 企業数
　　　　　実雇用率(％) 法定雇用率達成企業割合(％)

重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、

      ②通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である短時間労働者（精神障害者である短時間労働者は0.5カウント）

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、精神障害者、

重度身体障害者、重度知的障害者、重度以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である

※   平成30年以降は、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者については、１人分とカウントしている。

雇用義務のある企業(昭和51年10月から63年３月までは67人以上、昭和63年４月から平成10年６月までは63人以上、平成10年７月から25年３月までは56

人以上、平成25年４月から30年３月までは50人以上、平成30年４月から令和３年２月までは45.5人以上、令和３年３月以降は43.5人以上規模の企業)

      ①通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること

障害者の数とは､次に揚げる者の合計である。
身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者

身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）、知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）、
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2
2

8
5
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2
6
.5

3
3
.0

1
4
5
.0

2
.0

7
4

3
0
.8

1
3
.5

9
6
9
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4
3
0
.8

4
3
0
.8

5
3
8
.5

３
年

13
7,

15
2.

0
7,

15
2.

0
36
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2

0
0

23
0

0
31

1
0

95
.0

23
.0

31
.5

14
9.

5
2.

09
5

38
.5

14
.5

8
6
1.

5
3

2
3
.1

1
7
.7

7
5
3
.8

増
減

0
▲

 1
42

.0
▲

 1
42

.0
▲
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0

0
1

0
3

0
1

0
1

2
▲

 9
.5

3.
5

1.
5

▲
 4

.5
▲

 0
.0

2
▲

 1
▲

 7
.7

▲
 1

.0
1

7
.7

1
7
.7

3
2
3
.1

▲
 2

▲
 1

5
.3

４
年

1
3

1
,0

7
9
.0

1
,0

7
9
.0

3
4

0
0

1
0

0
1

0
0

0
1
0
.0

2
.5

0
.0

1
2
.5

1
.1

6
6

4
6
.2

9
.5

7
5
3
.8

6
4
6
.2

5
3
8
.5

2
1
5
.4

３
年

14
1,

15
6.

0
1,

15
6.

0
2

4
0

1
1

0
0

1
0

0
0

8.
5

2.
5

0.
0

11
.0

0.
95

5
35

.7
11

.0
9

6
4.

3
8

5
7
.1

7
5
0
.0

2
1
4
.3

増
減

▲
 1

▲
 7

7.
0

▲
 7

7.
0

1
0

0
▲

 1
0

0
0

0
0

0
0

1.
5

0.
0

0.
0

1.
5

0.
21

1
10

.5
▲

 1
.5

▲
 2

▲
 1

0.
5

▲
 2

▲
 1

0
.9

▲
 2

▲
 1

1
.5

0
1
.1

４
年

2
4

2
,1

5
6
.0

2
,1

5
6
.0

6
1
1

2
0

0
2

0
0

3
0

0
2
5
.0

2
.0

3
.0

3
0
.0

1
.3

9
9

3
7
.5

1
9
.0

1
5

6
2
.5

1
2

5
0
.0

1
2

5
0
.0

3
1
2
.5

３
年

24
2,

17
3.

0
2,

17
3.

0
6

9
2

0
0

2
0

0
3

1
1

23
.0

2.
0

4.
0

29
.0

1.
33

8
33

.3
21

.0
16

6
6.

7
1
3

5
4
.2

1
2

5
0
.0

4
1
6
.7

増
減

0
▲

 1
7.

0
▲

 1
7.

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

▲
 1

▲
 1

2.
0

0.
0

▲
 1

.0
1.

0
0.

06
1

4.
2

▲
 2

.0
▲

 1
▲

 4
.2

▲
 1

▲
 4

.2
0

0
.0

▲
 1

▲
 4

.2
４

年
3
3

3
,6

8
7
.0

3
,6

8
7
.0

7
1
2

2
4

0
2
7

0
8

4
7

3
3
0
.0

3
1
.0

9
.0

7
0
.0

1
.9

0
1
3

3
9
.4

2
1
.0

2
0

6
0
.6

1
5

4
5
.5

1
8

5
4
.5

2
6
.1

３
年

34
3,

81
3.

5
3,

81
3.

5
8

9
3

4
0

28
1

7
4

5
0

30
.0

32
.5

6.
5

69
.0

1.
81

13
38

.2
21

.0
21

6
1.

8
1
4

4
1
.2

1
9

5
5
.9

2
5
.9

増
減

▲
 1

▲
 1

26
.5

▲
 1

26
.5

▲
 1

3
▲

 1
0

0
▲

 1
▲

 1
1

0
2

3
0.

0
▲

 1
.5

2.
5

1.
0

0.
09

0
1.

2
0.

0
▲

 1
▲

 1
.2

1
4
.3

▲
 1

▲
 1

.4
0

0
.2

４
年

3
8

5
,5

0
6
.5

5
,5

0
6
.5

1
1

1
7

6
3

6
3
2

0
1
0

1
4

6
4

4
6
.5

4
9
.0

1
9
.0

1
1
4
.5

2
.0

8
1
5

3
9
.5

3
2
.0

2
3

6
0
.5

1
3

3
4
.2

1
7

4
4
.7

6
1
5
.8

３
年

43
5,

87
2.

0
5,

87
2.

0
14

26
4

6
4

36
0

8
6

3
2

61
.0

48
.0

8.
5

11
7.

5
2.

00
15

34
.9

47
.0

28
6
5.

1
1
7

3
9
.5

2
0

4
6
.5

8
1
8
.6

増
減

▲
 5

▲
 3

65
.5

▲
 3

65
.5

▲
 3

▲
 9

2
▲

 3
2

▲
 4

0
2

8
3

2
▲

 1
4.

5
1.

0
10

.5
▲

 3
.0

0.
08

0
4.

6
▲

 1
5.

0
▲

 5
▲

 4
.6

▲
 4

▲
 5

.3
▲

 3
▲

 1
.8

▲
 2

▲
 2

.8
４

年
1
6

2
,7

7
4
.0

2
,3

8
9
.0

9
9

1
0

0
3

1
0

4
1

1
2
8
.0

4
.0

5
.0

3
7
.0

1
.5

5
7

4
3
.8

1
4
.0

9
5
6
.3

4
2
5
.0

6
3
7
.5

3
1
8
.8

３
年

16
2,

70
5.

0
2,

38
3.

0
8

10
0

2
0

5
1

0
4

0
0

27
.0

6.
0

4.
0

37
.0

1.
55

6
37

.5
16

.5
10

6
2.

5
5

3
1
.3

6
3
7
.5

4
2
5
.0

増
減

0
69

.0
6.

0
1

▲
 1

1
▲

 2
0

▲
 2

0
0

0
1

1
1.

0
▲

 2
.0

1.
0

0.
0

0.
00

1
6.

3
▲

 2
.5

▲
 1

▲
 6

.2
▲

 1
▲

 6
.3

0
0
.0

▲
 1

▲
 6

.2
４

年
2
7
4

4
3
,8

2
4
.0

3
6
,6

8
5
.0

1
3
9

1
9
4

1
2
3

7
4

8
1
2
6

1
8

2
6
6

8
2

3
3
7

1
5
6

6
3
2
.0

2
9
3
.0

3
2
8
.5

1
,2

5
3
.5

3
.4

2
1
7
0

6
2
.0

1
3
2
.0

1
0
4

3
8
.0

5
6

2
0
.4

7
8

2
8
.5

2
6

9
.5

３
年

27
3

43
,7

24
.5

36
,6

26
.5

14
2

19
3

11
7

76
5

10
9

20
25

2
76

31
3

13
9

63
2.

0
26

5.
0

30
2.

0
1,

19
9.

0
3.

27
16

0
58

.6
14

9.
5

11
3

4
1.

4
6
6

2
4
.2

8
4

3
0
.8

2
9

1
0
.6

増
減

1
99

.5
58

.5
▲

 3
1

6
▲

 2
3

17
▲

 2
14

6
24

17
0.

0
28

.0
26

.5
54

.5
0.

15
10

3.
4

▲
 1

7.
5

▲
 9

▲
 3

.4
▲

 1
0

▲
 3

.8
▲

 6
▲

 2
.3

▲
 3

▲
 1

.1
４

年
1
8

6
,0

3
5
.0

6
,0

3
5
.0

2
6

3
4

3
1

3
1
6

0
3

1
5

2
1

8
9
.5

2
3
.5

1
6
.5

1
2
9
.5

2
.1

5
8

4
4
.4

1
5
.5

1
0

5
5
.6

3
1
6
.7

6
3
3
.3

4
2
2
.2

３
年

18
6,

20
6.

5
6,

20
6.

5
24

36
3

1
3

13
0

2
7

3
2

87
.5

20
.0

9.
5

11
7.

0
1.

89
9

50
.0

21
.0

9
5
0.

0
3

1
6
.7

5
2
7
.8

4
2
2
.2

増
減

0
▲

 1
71

.5
▲

 1
71

.5
2

▲
 2

0
0

0
3

0
1

8
▲

 1
▲

 1
2.

0
3.

5
7.

0
12

.5
0.

26
▲

 1
▲

 5
.6

▲
 5

.5
1

5
.6

0
0
.0

1
5
.5

0
0
.0

４
年

5
5

7
,9

8
8
.5

7
,5

8
6
.5

3
3

3
0

5
1
4

3
2
2

0
6

2
3

1
1

6
1
0
8
.0

3
1
.0

3
1
.5

1
7
0
.5

2
.2

5
3
1

5
6
.4

3
5
.5

2
4

4
3
.6

1
7

3
0
.9

1
8

3
2
.7

6
1
0
.9

３
年

50
8,

04
7.

5
7,

64
2.

5
33

37
6

16
2

17
1

7
22

9
6

11
7.

0
25

.5
29

.5
17

2.
0

2.
25

24
48

.0
38

.5
26

5
2.

0
1
5

3
0
.0

2
0

4
0
.0

6
1
2
.0

増
減

5
▲

 5
9.

0
▲

 5
6.

0
0

▲
 7

▲
 1

▲
 2

1
5

▲
 1

▲
 1

1
2

0
▲

 9
.0

5.
5

2.
0

▲
 1

.5
0.

00
7

8.
4

▲
 3

.0
▲

 2
▲

 8
.4

2
0
.9

▲
 2

▲
 7

.3
0

▲
 1

.1

４
年

1
,0

7
6

1
8
8
,9

1
8
.0

1
7
6
,9

3
2
.0

6
2
3

8
1
2

1
8
1

1
3
6

8
2

7
5
2

2
5

4
2
1

3
8
7

4
7
9

2
4
0

2
,3

0
7
.0

1
,1

5
1
.5

7
4
6
.5

4
,2

0
5
.0

2
.3

8
5
5
8

5
1
.9

7
0
8
.0

5
1
8

4
8
.1

3
1
9

2
9
.6

3
8
0

3
5
.3

1
3
8

1
2
.8

３
年

1,
09

1
19

2,
04

6.
0

18
0,

01
3.

0
63

6
81

7
17

7
15

8
77

71
2

35
39

8
34

7
43

8
22

4
2,

34
5.

0
1,

10
0.

0
67

8.
0

4,
12

3.
0

2.
29

53
4

48
.9

79
2.

0
55

7
5
1.

1
3
4
4

3
1
.5

3
9
8

3
6
.5

1
5
9

1
4
.6

増
減

▲
 1

5
▲

 3
,1

28
.0

▲
 3

,0
81

.0
▲

 1
3

▲
 5

4
▲

 2
2

5
40

▲
 1

0
23

40
41

16
▲

 3
8.

0
51

.5
68

.5
82

.0
0.

09
24

3.
0

▲
 8

4.
0

▲
 3

9
▲

 3
.0

▲
 2

5
▲

 1
.9

▲
 1

8
▲

 1
.2

▲
 2

1
▲

 1
.8

ル  ヌ
の

う
ち

３
年

以
内

の
短

時
間

精
神

民
間

企
業

に
お

け
る

障
害

者
雇

用
状

況
（産

業
別

)

Ｎ
　

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
，

娯
楽

業
(7

8
-
8
0
)

Ｏ
　

教
育

，
学

習
支

援
業

(8
1
-
8
2
)

割
合

(%
)

雇
用

率
 達

成

不
足 数 (人
)

雇
用

率
 未

達
成

企
業 数

割
合

(%
)

企
業

数
割

合
(%

)
企

業
数

Ｑ
　

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

(8
6
-
8
7
)

0.
5又

は
1人

不
足

Ｉ　
卸

売
業

，
小

売
業

(5
0
-
6
1
)

Ｊ
　

金
融

業
，

保
険

業
(6

2
-
6
7
)

Ｌ
　

学
術

研
究

，
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業
(7

1
-
7
4
)

Ｍ
　

宿
泊

業
，

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
(7

5
-
7
7
)

K
　

不
動

産
業

，
物

品
賃

貸
業

(6
8
-
7
0
)

イ 重
度

身
体

ロ 重
度

以
外

身
体

ホ 重
度

知
的

企
業

数

D
　

建
設

業
(6

-
8
)

へ 重
度

以
外

知
的

リ 精
神

カ 精
神

計
リ

＋
（ヌ

－
ル

）×
0.

5）
＋

ル

割
合

(%
)

企
業 数

割
合

(%
)

Ｐ
　

医
療

，
福

祉
(8

3
-
8
5
)

ハ 短
時

間
重

度
身

体

ニ 短
時

間
重

度
以

外
身

体

チ 短
時

間
重

度
以

外
知

的

ヌ 短
時

間
精

神

ヲ 身
体

計
（イ

×
２

＋
ロ

＋
ハ

＋
ニ

×
0.

5）

ワ 知
的

計
（ホ

×
２

＋
へ

＋
ト

＋
チ

×
0.

5）

ヨ 　
合

計
（ヲ

＋
ワ

＋
カ

）

雇
用

0
人

（
注

）
各

年
と

も
6
月

1
日

現
在

。
合

計
に

は
、

企
業

数
が

1
0
未

満
の

た
め

掲
載

し
な

か
っ

た
Ａ

 農
業

，
林

業
(1

-
2
)、

B
 漁

業
（
3
-
4
）
、

Ｃ
 鉱

業
，

採
石

業
，

砂
利

採
取

業
(5

)、
Ｆ

 電
気

・
ガ

ス
・
熱

供
給

・
水

道
業

(3
3
-
3
6
)を

含
む

。

1
.5

人
以

上
不

足

Ｅ
　

製
造

業
(9

-
3
2
)

Ｇ
　

情
報

通
信

業
(3

7
-
4
1
)

Ｈ
　

運
輸

業
，

郵
便

業
(4

2
-
4
9
)

ト 短
時

間
重

度
知

的

産
業

別
年

企
業

数
常

用
労

働
者

総
数

法
定

雇
用

障
害

者
数

の
算

定
の

基
礎

と
な

る
労

働
者

数

障
　

　
　

害
　

　
　

者
　

　
　

数

実
雇

用
率

(%
)

Ｒ
　

サ
ー

ビ
ス

業
（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

(8
8
-
9
6
)

合
計

（資料）３



5
1
.9

4
8
.7

5
4
.9

5
6
.9

5
4
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7
5
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3
5

4
0

4
5

5
0

5
5

6
0

6
5

7
0

7
5

8
0

8
5

9
0

平
成

2
3

24
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26
27

28
29

30
令

和
元

2
3

4

（2
）
企
業
規
模
別
達
成
企
業
割
合

全
体

43
.5
～

10
0
人

未
満

10
0
～

30
0
人

未
満

30
0～

50
0
人

未
満

5
0
0～

1
,0

0
0
人

未
満

1
,0

0
0
人

以
上

各
年
６
月
１
日
現
在

※
(
43
.5
～

1
00
人
未
満
)

(
10
0～
3
00
人
未
満
)

(
30
0～
5
00
人
未
満
)

(
50
0～
1
,0
00
人
未
満
)

(％
)

全
体

2
.3
8

2.
12

2.
51

2.
34

2.
31

2.
52

1
.3

1
.4

1
.5

1
.6

1
.7

1
.8

1
.9

2
.0

2
.1

2
.2

2
.3

2
.4

2
.5

2
.6

平
成

2
3

24
25

26
27

28
29

30
令

和
元

2
3

4

(
％
)
（
１
）
企
業
規
模
別
実
雇
用
率

全
体

43
.5
～
10
0人

未
満

10
0
～
30
0人

未
満

30
0～
50
0
人
未
満

50
0
～
1,
00
0人

未
満

1,
00
0
人
以
上

※
(
43
.5
～
10
0人

未
満
)

(
10
0～
3
00
人
未
満
)

(
30
0～
5
00
人
未
満
)

(
50
0～
1
,0
00
人
未
満
)

(1
,0
00
人
以
上
)各

年
６
月
１
日
現
在

（
年

）

全
体

※
平
成
24
年
ま
で
は
5
6
～
10
0
人
未
満

※
平
成
25
年
か
ら
29
年
ま
で
は
50
～
10
0
人
未
満

※
平
成
30
年
か
ら
令
和
２
年
ま
で
は
45
.5
～
10
0
人
未
満
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機関名 年

①
法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数
（人）

②
障害者の数
（人）

③
実雇用率
（％）

④
不足数
（人）

備考

４年 6,562.0 191.5 2.92 0.0 

３年 6,546.0 185.5 2.83 1.0 

増減 16.0 6.0 0.09 ▲1.0 

４年 4,561.0 127.5 2.80 0.0 

３年 4,542.0 124.5 2.74 0.0 

増減 19.0 3.0 0.06 0.0 

４年 455.5 19.0 4.17 0.0 

３年 452.5 17.0 3.76 0.0 

増減 3.0 2.0 0.41 0.0 

４年 1,545.5 45.0 2.91 0.0 

３年 1,512.5 44.0 2.91 0.0 

増減 33.0 1.0 0.00 0.0 

４年 - - - - ※

３年 39.0 0.0 0.0 1.0 

増減 - - - -

（注）各年とも6月1日現在。以下同じ。

機関名 年

①
法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数
（人）

②
障害者の数
（人）

③
実雇用率
（％）

④
不足数
（人）

備考

４年 8,640.0 227.5 2.63 0.0 

３年 8,693.5 239.0 2.75 0.0 

増減 ▲53.5 ▲11.5 ▲ 0.12 0.0 

機関名

①
法定雇用障害者数
の算定の基礎となる
職員数（人）

②
障害者の数
（人）

③
実雇用率
（％）

④
不足数
（人）

備考

19,075.0 512.0 2.68 14.0

19,028.5 506.0 2.66 11.0

46.5 6.0 0.02 3.0 

3,080.5 87.0 2.82 0.0  

377.5 11.0 2.91 0.0  

227.5 5.0 2.20 0.0  

1,671.5 44.0 2.63 0.0  

愛媛県議会事務
局

愛媛県における障害者の雇用状況（法定雇用率２．6％）

計

愛媛県知事部局

愛媛県警察本部

愛媛県公営企業
管理局

今治市

愛媛県教育委員会における障害者の雇用状況（法定雇用率２．5％）

愛媛県教育委員会

令和４年  計

令和３年  計

市町等の機関における障害者の雇用状況（法定雇用率2.6％）

※愛媛県議会事務局は、愛媛県知事部局と合算（特例認定）されたため、報告対象外。

増減

松山市

伊予市

東温市

（資料）７



機関名

①
法定雇用障害者数
の算定の基礎とな
る職員数（人）

②
障害者の数
（人）

③
実雇用率（％）

④
不足数（人）

備考

662.0 16.0 2.42 1.0  

866.5 21.0 2.42 1.0  

894.0 27.0 3.02 0.0  

1,267.5 32.0 2.52 0.0  ※１

1,062.5 20.0 1.88 7.0  

984.5 26.0 2.64 0.0  

775.5 20.0 2.58 0.0  ※２

306.0 9.0 2.94 0.0  

260.0 6.0 2.31 0.0  

244.0 6.0 2.46 0.0  

238.5 7.0 2.94 0.0  

264.0 5.0 1.89 1.0  

376.0 12.5 3.32 0.0  

148.5 3.0 2.02 0.0  

251.0 8.5 3.39 0.0  

245.0 6.0 2.45 0.0  

414.5 15.0 3.62 0.0  

109.0 4.0 3.67 0.0  

162.0 3.0 1.85 1.0  

492.0 14.0 2.85 0.0  

137.0 4.5 3.28 0.0  

257.5 8.0 3.11 0.0  

310.0 10.0 3.23 0.0  

- - - - ※１

367.5 9.0 2.45 0.0  

210.0 2.0 0.95 3.0  

- - - - ※２

53.5 3.0 5.61 0.0

62.0 1.0 1.61 0.0  

85.5 2.0 2.34 0.0  

68.5 1.0 1.46 0.0  

121.5 4.0 3.29 0.0  

93.0 4.0 4.30 0.0  

187.0 6.5 3.48 0.0  

102.0 4.0 3.92 0.0  

40.0 1.0 2.50 0.0  

705.5 19.0 2.69 0.0  

560.5 18.0 3.21 0.0  

188.5 4.0 2.12 0.0  

145.5 3.0 2.06 0.0  

八幡浜市

西予市

宇和島市

新居浜市

西条市

愛南町教育委員会

内子町教育委員会

松山市公営企業局

松山広域福祉施設事務組合

松山養護老人ホーム事務組合

宇和島市病院局

宇和島地区広域事務組合

大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合

市立大洲病院

※１　新居浜市教育委員会は、新居浜市と合算（特例認定）されたため、報告対象外。
※２　大洲市教育委員会は、大洲市と合算（特例認定）されたため、報告対象外。

伊方町教育委員会

四国中央市教育委員会

大洲市教育委員会

松前町教育委員会

伊予市教育委員会

今治市教育委員会

八幡浜市教育委員会

西予市教育委員会

宇和島市教育委員会

砥部町教育委員会

東温市教育委員会

新居浜市教育委員会

西条市教育委員会

久万高原町教育委員会

松山市教育委員会

四国中央市

大洲市

久万高原町

松前町

砥部町

上島町

伊方町

愛南町

松野町

鬼北町

内子町
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機関名 年

①
法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数
（人）

②
障害者の数
（人）

③
実雇用率
（％）

④
不足数
（人）

備考

４年 2,285.0 61.0 2.67 0.0 

３年 2,298.0 61.0 2.65 0.0 

増減 ▲13.0 0.0 0.02 0.0 

４年 2,230.5 59.0 2.65 0.0 

３年 2,243.5 59.0 2.63 0.0 

増減 ▲13.0 0.0 0.02 0.0 

４年 54.5 2.0 3.67 0.0 

３年 54.5 2.0 3.67 0.0 

増減 0.0 0.0 0.00 0.0 

国立大学法人等における障害者の雇用状況（法定雇用率２．6％）

計

国立大学法人
愛媛大学

公立大学法人
愛媛県立医療技術大学

（資料）９



 

◎ 法定雇用率とは 

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下

の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。 

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者に限る。）である。 

 

                     一般の民間企業 …………………… ２．３％ 

  ○ 民間企業 ……    （43.5人以上規模の企業） 

                     特殊法人等 ………………………… ２．６％ 

                   労働者数38.5人以上規模の特殊法人、 

              独立行政法人、国立大学法人等 

 

  〇 国、地方公共団体 ………………………………………… ２．６％ 

       （38.5人以上規模の機関） 

 

  ○ 都道府県等の教育委員会 ………………………………… ２．５％ 

       （40.0人以上規模の機関） 

 

※（ ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しなければならな

いこととなる企業等の規模である。 

 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 

 

            身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

                      ＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

  障害者雇用率 ＝    

常用労働者数 ＋ 失業者数 

 

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回

らない率をもって定めることとされている。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又

は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30

時間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神

障害者である短時間労働者については、0.5人分としてカウントされる。 

※ ただし、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者については、 

1人分としてカウントされる。 

① 通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること 

② 通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉

手帳を取得した者であること  

 



 

 

◎  障害者雇用率達成指導の流れ 

実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、「障害
者雇入れ計画」 の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。 

 

 

障害者雇用状況報告 

（毎年６月１日の状況） 

 

 

 

 

障害者雇入れ計画作成命令 

（２年計画） 

 

 

 

 

障害者雇入れ計画の適正実施勧告 

 

 

 

 

特  別  指  導 

 

 

 

 

企 業 名 の 公 表 

 

 

 

（障害者雇用促進法 第43条第７項） 

 

 

 

 

翌年１月を始期とする ２年間の計画※１を

作成するよう、公共職業安定所長が命令を発

出 

（同法第46条第１項） 

 

計画の実施状況が悪い企業に対し、適正

な実施を勧告 （計画１年目12月） 

（同法第46条第６項） 

 

雇用状況の改善が特に遅れている企業

に対し、公表を前提とした特別指導を実施 

（計画期間終了後に９か月間） 

 

 

 

 

（同法第47条） 

 

 

不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に対し、  

厚生労働省本省による直接指導も実施している。 

〔指導実績〕 （全国） 

○  令和３年度の実績※２
 

＊「障害者雇入れ計画作成命令」の発出               394社 

＊障害者雇入れ計画の「適正実施勧告」              72社 

＊「特別指導」の実施                               36社 

○  障害者雇入れ計画を実施中の企業     464社（３年度） 

○  企業名の公表 

18年度   ２社、 19年度 １社 （再公表）、 20年度  ４社、 

21年度   ７社（うち１社は再公表）、22年度   ６社（うち２社は再公表） 
23年度   ３社（うち１社は再公表）、24年度   ０社、25年度   ０社、 

26年度   ８社、27年度   ０社、28年度   ２社、29年度   ０社、 

30年度   ０社、元年度   ０社、２年度   １社、３年度   ６社 
 

 

※１ 平成24年１月１日以降の日を始期とする雇入れ計画から計画期間は３年間から ２年間に短縮している。 

※２ 平成30年の障害者不適切計上による公務部門における障害者採用により、影響が生じる可能性があった民間企業への対策として、
令和元年度においては、特例的に「行政措置」の猶予を実施している。 


